医療保険負担割合1割の利用者の場合
	ご自宅などで療養される方
	650円/1回

	ご自宅やグループホームで療養される方(同居者2～9名の場合)
	320円/1回

	老人ホームなどで療養される方(同居者10名以上の場合)
	290円/1回

	情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合
	59円/1回



(注)ただし,以下のいずれかの場合は「在宅で療養される方」の利用料金となります。
· 建築物の戸数の10%以下の場合 (マンション、アパート, 団地等集合住宅のケース)
· 建築物の戸数が20万未満で, 訪問指導料を算定する者の数が2人以下の場合 (同居夫婦、親子等2人暮らしのケース)
